別紙３                  　随意契約をすることができる場合に
                        　該当することの説明書
	 地方自治法施行令第167条の２第１項第２号
 により随意契約をすることができる場合
	  今回の契約が左に該当すること等の説明

	 「特定の者でなければ供給することができな
 いものを調達するとき」及び「財産の売払い、
 物件の貸付けその他の県の収入の原因となる  契約であって、価格競争により契約の相手方  を決めることが困難又は不適当なものをする  とき」以外の場合であって、契約の性質又は  目的が競争入札に適しない特別の事情がある  とき。

	１　契約の概要
　希望が丘こども医療福祉センター、岐阜希望が丘特別支援学校及び福祉友愛アリーナで使用する電気の調達（電力供給）に関する契約。
２　契約の性質又は目的が競争入札に適しな　い特別な事情の説明
当センターは医療機関であり入院や手術等の診療のため２４時間安定した電力供給が必要不可欠である。また、学校やアリーナも障害児・者が利用する施設であり同様に安定した電力供給が必要である。
電力供給契約は、近年の発電用燃料価格の長引く高騰により入札価格の設定が困難となっており、入札を実施しても不落となる可能性がある。また、同様の理由により現在の契約を更新するよりも高額な契約となる可能性もあるため、入札に付することが不利と認められることから、現在契約している中部電力ミライズ（株）と引き続き契約を行う。
３　選んだ特定の相手方が契約相手として適　当であることの説明
　契約予定先の中部電力ミライズ（株）は、当センター開設時（平成27年9月）から契約している事業者で、長期にわたり安定した電力供給実績があり今後も確実な事業継続が見込まれる。また、継続契約により割引制度を適用した契約が可能であることから同社と契約を行う。



  備考　この様式により難いときは、 必要な事項を含む適宜の様式によることができる。
